
現行の大雪山国立公園管理計画現行の大雪山国立公園管理計画
及びその改定の方向性について及びその改定の方向性について



国立公園管理計画の構成国立公園管理計画の構成

(1) (1) 管理の基本的方針管理の基本的方針

(2) (2) 風致景観の管理に関する事項風致景観の管理に関する事項

(3) (3) 地域の開発、整備に関する事項地域の開発、整備に関する事項

(4) (4) 土地及び事業施設の管理に関する事項土地及び事業施設の管理に関する事項

(5) (5) 利用者の指導等に関する事項利用者の指導等に関する事項

(6) (6) 地域の美化修景に関する事項地域の美化修景に関する事項

(7) (7) その他目的その他目的(*)(*)を達成するために必要な事項を達成するために必要な事項

(*) (*) 国立公園の適正な保護と利用の推進を図ること国立公園の適正な保護と利用の推進を図ること

以下の７項目から構成



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

１．管理の基本方針１．管理の基本方針

（１） 保護に関する方針

保全対象 － 特徴的な地形地質、自然度の高い植生、希少野生動植物

保全方針 － ① 風致景観の保護

② 希少野生動植物について、人為的な悪影響を防ぐ

③ 本公園の核心の景観を厳正に保全

④ 層雲峡渓谷・天人峡渓谷・吹上温泉・然別湖周辺

についてのきめ細かい配慮



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

１．管理の基本方針１．管理の基本方針

（２） 利用に関する方針

利用特性 － 登山、高山植物探勝、野外レク、保養、自然探勝等

利用方針 － 自然とのふれあいの増進を図る

・各種基盤施設の整備充実

・自然解説体制等ソフト面の対策

・自然環境の保全に対する配慮がなされるよう誘導

ほかに、施設管理に関する関係者の協力、ヒグマ保護と公園利用の両立等



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

２．２．風致景観の管理に関する事項風致景観の管理に関する事項

（１） 許可、届出等取扱方針

ア 特別地域及び特別保護地区

イ 普通地域

（２） 公園事業取扱方針

ア 共通事項

イ 集団施設地区

ウ 単独施設

エ 道路

オ 運輸施設

自然公園法の許認可
に関する審査基準



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

２．２．風致景観の管理に関する事項風致景観の管理に関する事項

（１） 許可、届出等取扱方針

（例） 工作物の新築等に係る取扱方針

・規模及び後退距離等 ：規模は必要最小限とする

主要公園利用施設等から極力後退させる

・建築物のデザイン ：形態は単純を旨とする

外部の材料は極力自然材料を使用する

屋根の色彩は焦げ茶色とする

車道、分譲地等の造成を目的とした道路・上下水道、鉄塔・電柱、など
について方針を明記



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

２．２．風致景観の管理に関する事項風致景観の管理に関する事項

（２） 公園事業取扱方針

（例） 共通事項のうち、歩道の取扱方針

・整備にあたっては原則として立木の伐採を行わない

・必要最小限の標識類を設置し、遭難防止や利用者の利便を図る

・幅員は、山岳地域は原則１ｍ程度、探勝歩道は１．５ｍ程度

４つの集団施設地区について、園地、宿舎等の事業の種類毎に取扱方針を明記

ほかに、３５地区の単独施設、車道１５路線、自転車道２路線、歩道３９路線等



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

３．３．地域の開発、整備に関する事項地域の開発、整備に関する事項

層雲峡集団施設地区、銀河流星の滝地区、勇駒別集団施設地区、

天人峡地区、白金温泉地区など１２地区と「山岳地域」について、

利用形態及び整備方針を明記

（例） 然別湖畔地区

「… 既存道路を含む利用施設の整備には慎重な配慮を払うとともに、

適正な利用に努める。」



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

４．４．事業施設の管理に関する事項事業施設の管理に関する事項

・環境省所管の土地について、災害の発生を考慮した上で土地使用許可
の際の留意事項を記述

・環境省所管の建築物及び工作物について、今後とも適切な管理を図る
旨を明記



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

５．５．利用者の指導等に関する事項利用者の指導等に関する事項

●基本方針 ・利用者に対し、来訪前、現地等、段階を考慮した情報提供

・日帰り、宿泊観光、登山等の利用者タイプ別の対応

・行政、公園事業者、ボランティア等が協力して対応

●自然解説に関する事項 －ビジターセンター、自然探勝路の利用など

●利用の規制 －自動車乗り入れ、野営、夏スキーなど

携帯トイレ、山岳地帯へのペット類持ち込み

●利用者の安全対策 －活火山、地獄地帯、ヒグマなど



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

６．６．地域の美化修景に関する事項地域の美化修景に関する事項

（１） 美化清掃計画

クリーン大雪運動、自然公園クリーンデー等における活動方針を記述

（２） 修景緑化計画

各種緑化について、景観上重要な樹木の保存、郷土種の種苗による緑
化等の工法上の基本方針を記述 （森林施業として行うものを除く）

例） 郷土種の種苗による緑化を図る

高木の生育が可能な条件下では木本による緑化を行う



現行の大雪山国立公園管理計画の概要現行の大雪山国立公園管理計画の概要

７．７．その他必要な事項その他必要な事項

（１） 希少動植物保護

・国立公園管理業務においては、希少動植物の保護を念頭に

・情報収集や確認調査の実施、高山蝶の違法採集対策の充実

・他の行為の許認可申請の際には行為地の植生を調査させる

（２） 野生動物問題への対応

・ヒグマ対策として情報の収集と共有化、関係機関間の協力

・エゾシカの食害による景観への影響をモニタリング



管理計画改定の方向性管理計画改定の方向性

大雪山国立公園の管理に取り込むべき社会動向を整理

各方面からの情報収集、意見聴取

大雪山国立公園の管理における目標を設定

目標に向け、管理計画改定の方向性を検討



管理計画改定に関わる動向管理計画改定に関わる動向

自然公園法の許認可に関する状況変化自然公園法の許認可に関する状況変化

・法改正、審査基準の追加等・法改正、審査基準の追加等

・ライトアップなどへの対処の必要性・ライトアップなどへの対処の必要性

環境保全に向けた社会動向環境保全に向けた社会動向

・地球温暖化対策への寄与の検討・地球温暖化対策への寄与の検討

・外来生物対策の適用・外来生物対策の適用

大雪山での動向大雪山での動向

・大雪山登山道管理水準の設定・大雪山登山道管理水準の設定

・集団施設地区の整備方針の検討・集団施設地区の整備方針の検討



管理計画改定の背景管理計画改定の背景

自然公園法の許認可に関する状況変化自然公園法の許認可に関する状況変化

●特別地域における「物の集積」が要許可行為に追加

●特別保護地区における「動植物の放出等」が要許可行為に追加

●特別地域での捕獲に許可を要する動物種の指定（予定）

●風力発電施設の許可に関する審査基準が追加

全国的な動向

・携帯電話アンテナに関する対応

・イルミネーション、ライトアップに関する対応

・ペットの持ち込みに関する対応



管理計画改定の背景管理計画改定の背景

環境保全に向けた社会動向環境保全に向けた社会動向

●地球温暖化対策に寄与していくための施策検討

・ＣＯ２吸収の場としての活用

・ＣＯ２排出を抑制していく管理のあり方

●外来生物法の施行に伴う施策検討

・特定外来生物への対処方針

・大雪山にとっての外来生物への対処方針



管理計画改定の背景管理計画改定の背景

大雪山での動向大雪山での動向

●大雪山登山道管理水準及び登山心得の設定の試み

●大雪山登山道整備技術指針の作成

●層雲峡集団施設地区における整備方針の検討

●糠平集団施設地区における整備方針の検討



大雪山国立公園における
登山道管理水準

登山道管理のレベルに
ついて、幅広く意見を聴
きながら設定作業を行っ
ているところ

意見募集を行った案



大雪山登山道整備
技術指針に基づく施工

2005.10.23. 読売新聞より



層雲峡集団施設地区等における整備方針検討層雲峡集団施設地区等における整備方針検討



糠平集団施設地区における整備方針検討糠平集団施設地区における整備方針検討



現行の大雪山国立公園管理計画現行の大雪山国立公園管理計画
及びその改定の方向性について及びその改定の方向性について

忌憚のないご意見をお願いいたします


